[bookmark: _Hlk187747238]＜５つの共通視点にもとづく具体的な取り組み～被災地で生じた主な課題～＞
[bookmark: _Hlk187747254]共通視点④ 広域避難による避難先や避難元での委員活動の課題を含め、
心身の負担や活動の困りごとに対する民児協としてのフォローのあり方

＜主な課題＞
	· 担当地区に復興公営住宅団地が建設され、多くの避難者が生活するなか、担当世帯でないことによる活動への負担が発生した。
· また、民生委員自身も避難を強いられ、慣れない地域での活動の長期化や関係性の少ない世帯、面識のない世帯への支援による精神的負担が発生した。
· 時間が経過するなかで、被災住民に対し、民生委員としての対応や声掛けの難しさを感じるようになった（例：「あなたは無事でよかったね」「どうして私を見守りのターゲットにするの」・・・など）。



対応策 ※以下、指針10か条より抜粋
１．民児協同士の支え合い（広域での相互支援）
	「民児協の方針を組織として決定し、行政や住民等にも周知する」（第５条）
· 民生委員による広域支援を考える際には、次のような課題が存在する。
· 民生委員は、それぞれが担当区域を有しており、一定期間、自身の担当区域を不在にする場合には、その間の対応についての調整が必要。
· 民生委員活動は地域住民との人間関係、信頼関係が基盤であり、そうした関係のない地域での活動には困難が伴う。
· 被災地での活動には、その受け入れや食事、宿泊場所の確保を含む調整機関が必要で、民児協単独で被災地での活動を企画、調整することは困難が多い。
· 離れた地域の民児協同士の広域支援体制づくりよりも、まずは隣接市町村の民児協同士、市内の単位民児協同士での情報交換や、広域での支援体制づくりに向けた研修などを平常時から合同で実施するなどの取り組みから行っていく。



２．メンタルケアの必要性（孤立の防止、委員同士の支え合い等）
	「委員同士の支え合い、民児協による委員支援を重視する」（第８条）
（1） 精神面での支援の重要性、孤立防止や新任委員支援
· 民児協として、委員の精神的なダメージの予防や軽減、また活動が難しい状態となった場合に備えた対策を講じる必要がある。場合によっては、委員活動を休止し、他の委員がそのフォローにあたるなどの組織的な対応も適宜考えていく必要がある。
· 「民生委員だからといって無理をしない」ことを全委員で確認したうえで、民児協による支援とともに、普段以上に委員同士の支え合いを意識するなど、精神面で支え合うことが大切。
· 民生委員のストレスの緩和のためには、民生委員単独ではなく、社協に配置される「生活支援相談員」や保健師、地域包括支援センター職員等とチームを組んで訪問することが有効。また、複数名の委員で訪問することも有効。
· なお、新任委員が孤立しないですむよう、民児協役員や先輩委員の支援に期待。

（２）担当区域割りや担当世帯の見直し
· 被災前に担当区域に住んでいた要援護者が、違う地域に避難した場合は、避難元委員の負担軽減のためにも、避難元・避難先の単位民児協が連携し、避難先の区域担当委員へ支援を引き継ぐことも考えていくことが必要。
· 大規模災害で、大規模な仮設住宅や災害公営住宅が建設された場合、地域によって世帯数が急増し、当該区域担当の委員の負担が大きくなることから、担当区域割りの見直しや、1 つの区域を複数の委員で担当することによる訪問活動時の精神的負担の軽減なども必要。



３．実効性のある取り組みに向けて
（１）具体的な取り組み（事例）
事例１
避難元や避難先での関係機関と協力した民児協の被災委員に対する負担軽減等
（東日本大震災被災地の市・単位民児協）
[概要]
· 関係機関等との役割分担や協力体制により、避難先や避難元で活動する民生委員の負担軽減等に資する取り組みを実施
	タイミング
	· 仮設住宅ができて以降
· 住宅再建など、復旧・復興がすすみつつあるタイミング　など

	誰が
	· 避難元・先の市町民児協あるいは単位民児協同士（との連携）
· 避難元・先の市町社協、市町行政（との連携・情報共有）

	方法
	· 年数回、実務者会議が開催され、そのなかで、関係機関等との役割分担を行うとともに、必要に応じて同行訪問及び情報共有などを実施
· 活動範囲は避難先である地域内に留める方針のもと活動する（基本、避難元の活動は行わない）ことを決定
· 推薦基準、選出区分の見直し、活動区域の再編と明確化や負担軽減に向けた活動環境の整備について、行政に対する積極的な働きかけを協議・検討







事例２
被災地の民生委員に対する心のケアのための研修
（令和６年能登半島地震被災地の県および市民児協）
[概要]
· 行政や社協が中心となり、被災住民の支援等に困りごとを抱える民生委員の精神的負担の解消を目的とした研修を実施
	タイミング
	· 発災後１か月以降（復旧移行期）
· 民生委員が被災住民の支援・見守りをすすめている段階

	誰が
	· 市区町村行政や社協（市区町村民児協、単位民児協と相談）
· 都道府県・指定都市行政や社協（都道府県・指定都市民児協と相談）

	方法
	· 民生委員を対象とする研修や相談し合える場の提供方法を検討
· 市区町村行政・社協あるいは都道府県行政・社協が主催となり、「被災者への関わり方」、「被災者相談での基本的なつなぎ先」や、「困りごとの依頼対応の範囲」等についてレクチャーする機会、または支援者自身のメンタルヘルスに関する講座を開催


単位民児協等での取り組みの参考にしてみましょう！

（２）今後の民児協内外での取り組みに向けた確認ポイント
（令和６年度 全民児連 評議員セミナーにおける協議結果）

1 事前取り決めの機会・相手は誰か（例）
	（避難元、避難先での委員活動）
· 避難元・先の市区町村民児協あるいは単位民児協同士
· 避難元・先の市区町村社協、市区町村行政
（民生委員のメンタルケア）
· 市区町村民児協内、単位民児協内



2 事前に取り決めておくべきことは何か（例）
	その１：タイミング

	（避難元、避難先での委員活動）
· 復興・復旧段階（仮設住宅ができて以降）
（民生委員のメンタルケア）
· 各委員が被災住民の支援・見守り等をすすめている段階

	その２：主体と相手

	（避難元、避難先での委員活動）
· 避難元、避難先の市区町村民児協と社協（合同）　など
（民生委員のメンタルケア）
· 市区町村民児協内、単位民児協内
· 委員同士　など



	その３：方法

	（避難元、避難先での委員活動）
· 避難元、避難先の社協と民児協を通じた情報共有・連携の場を設け、民生委員の負担軽減に向けた課題解決策を協議
· 関係者等との具体的な連携・協力方針、民生委員の活動方針の明確化（できる範囲での安否確認等）と共有
（民生委員のメンタルケア）
· 市区町村民児協および単位民児協内において、委員の困りごとに関するフォローの実施方法・体制を定例会等で協議
· 単位民児協においてLINEグループを基本的に活用し、委員の不安や課題等を共有し、適宜委員間において無理のない範囲でフォローを実施
· 民児協内で解決できない事案は、行政や社協等に相談することを共有



（３）有識者からのコメント（取り組みのツボ！）
一般社団法人 FEEL Do 代表理事 桒原 英文 氏
	平常時から各委員をサポートし支える体制をしっかりとつくることが大切です。
委員の活動は全般に渡って個人による活動が多いため、体力や健康面の不安や活動負担、対人援助活動のストレスを感じている委員も少なくありません。また、委員のなかには、お仕事をされている方やご高齢の方もおられますので、各委員への気配りや配慮が必要です。
一方で、災害時には平常時には無い被災者への支援が展開され、支援内容や活動量が増加します。
平常時・災害時の両側面で、民児協内外での具体的な取り組みとして次のようなことが考えられます。

· ペアやグループによる取り組み
定例会で委員同士の活動事例や不安やストレス解消等を共有するグループワークの実施や、新任委員と先輩委員がペアになりサポートする取り組みをすすめている民児協があります。地区福祉委員会や福祉協力員とチームで見守り活動をすすめている民児協もあります。地域の関係者・関係機関と連携した取り組みを推進することが大切です。

· 個別相談・面談、グループカウンセリング
研修機会として、活動上の悩みや不安についての個別相談・面談やカウンセラー立ち合いのもと、共通する課題や悩みをテーマにお互い経験を話し、新たな気づきや解決の手がかりを掴むためのグループカウンセリング、リフレッシュ企画に取り組んでおくと平常時・発災時ともに役立つと考えられます。

· アドバイザーの導入
退任委員や民児協活動を良く知る識者をアドバイザーに迎え、平常時・発災時の活動等への助言や協力を得ることもおすすめします。

· 民児協間の交流・研修機会
同じ民生委員の立場で情報や経験を共有するなど交流を図り、委員間のつながりづくりに努めることも重要です。

· 災害時に向けた取り組みへの参加・協力
民生委員のなかには、避難訓練や避難所運営訓練、災害ボランティアセンター設置・運営訓練などに参加・協力している方もいらっしゃいます。その際、地域と要配慮者を良く知る民生委員の活動内容や災害時に担う役割等に応じた取り組み内容となるよう、関係者等への理解を促すことが大切です。

· 生活再建・復興にあたる支援機関との連携構築
被災地では生活再建や復興の時期には、被災者の見守り・相談を行う地域支え合いセンターや長期的に生活支援を行うボランティア、各種機関による支援業務が行われます。このような各種被災者支援事業に民児協がどのような協力や連携を行えるのか準備段階から行政や社協と協議の場をもつことが必要です。
災害時には、上記のような取り組みの機能を活かして、被災し喪失感に苛まれる委員、担当地区の対象世帯が増加した委員、被災地内での委員の配置換え、避難先から避難元に通う委員を支援するとともに、各支援機関と協働・連携した取り組みが行えるよう準備をしておきましょう。









ぜひ、単位民児協であらためて話し合い、確認してみましょう

その１：タイミング（いつ）
	












[bookmark: _Hlk187836120]その２：連絡の主体と相手（誰から誰へ）
	











その３：方法（どうやって）
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